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平成２２年９月甲良町議会定例会会議録 

平成２２年９月７日（火曜日） 

 

◎本日の会議に付した事件（議事日程） 

第１       会議録署名議員の指名 

第２       会期の決定 

追加日程１ 発議第４号 議長の不信任決議（案） 

第３ 報告第４号 平成２１年度甲良町財政健全化判断比率の報告について 

第４ 報告第５号 平成２１年度甲良町下水道事業特別会計資金不足比率の

報告について 

第５ 報告第６号 平成２１年度甲良町水道事業会計資金不足比率の報告に

ついて 

第６ 認定第１号 平成２１年度甲良町一般会計歳入歳出決算認定について 

第７ 認定第２号 平成２１年度甲良町国民健康保険特別会計歳入歳出決算

認定について 

第８ 認定第３号 平成２１年度甲良町老人保健医療事業特別会計歳入歳出

決算認定について 

第９ 認定第４号 平成２１年度甲良町下水道事業特別会計歳入歳出決算認

定について 

第10 認定第５号 平成２１年度甲良町住宅新築資金等貸付事業特別会計歳

入歳出決算認定について 

第11 認定第６号 平成２１年度甲良町土地取得造成事業特別会計歳入歳出

決算認定について 

第12 認定第７号 平成２１年度甲良町墓地公園事業特別会計歳入歳出決算

認定について 

第13 認定第８号 平成２１年度甲良町介護保険特別会計歳入歳出決算認定

について 

第14 認定第９号 平成２１年度甲良町後期高齢者医療事業特別会計歳入歳

出決算認定について 

第15 認定第10号 平成２１年度甲良町水道事業会計歳入歳出決算並びに事

業報告の認定について 

第16 議案第39号 琵琶湖東北部広域市町村圏協議会の廃止につき、議決を

求めることについて 

第17 議案第40号 甲良町特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁

償に関する条例の一部を改正する条例 
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第18 議案第41号 甲良町税条例の一部を改正する条例 

第19 議案第42号 甲良町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する

条例 

第20 議案第43号 甲良町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改

正する条例 

第21 議案第44号 甲良町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条

例 

第22 議案第45号 町道の認定について 

第23 議案第46号 平成２２年度甲良町一般会計補正予算（第２号） 

第24 議案第47号 平成２２年度甲良町老人保健医療事業特別会計補正予算 

（第１号） 

第25 議案第48号 平成２２年度甲良町介護保険特別会計補正予算（第１号） 

第26 議案第49号 平成２２年度甲良町後期高齢者医療事業特別会計補正予

算（第１号） 

第27 諮問第１号 人権擁護委員候補者の推薦につき、意見を求めることに

ついて 

第28 同意第２号 甲良町教育委員会委員の任命につき、同意を求めること

について 

 

◎会議に出席した議員（１０名） 

   １番 濱 野 圭 市 ２番 丸 山 恵 二 

   ３番 木 村   修 ４番 金 澤   博 

   ５番 山 﨑 昭 次 ７番 建 部 孝 夫 

   ８番 藤 堂 一 彦 ９番 西 澤 伸 明 

  １０番 藤 堂 与三郎 １１番 山 田 壽 一 

 

◎会議に欠席した議員 

   ６番 宮 嵜 光 一 

 

◎会議に出席した説明員 

 町 長 北 川 豊 昭 総 務 課 長 山 本 貢 造 

 会計管理者 山 本   昇 住 民 課 長 山 﨑 義 幸 

 教 育 次 長 金 田 長 和 産 業 課 長 茶 木 朝 雄 

 企画監理課長 米 田 義 正 人 権 課 長 中 山   進 

 税 務 課 長 建 部 真理子 建 設 課 長 若 林 嘉 昭 

 水 道 課 長 陌 間   守 住民課参事 川 嶋 幸 泰 
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 総務課参事 陌 間   忍 保健福祉課参事 中 川 愛 博 

 監 査 委 員 上 田   勝 

 

◎議場に出席した事務局職員 

 事 務 局 長 大 橋 久 和 書 記 宝 来 正 恵 
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（午前 ９時１２分 開会） 

○山田議長 ただいまの出席議員数は１０人であります。 

 議員定足数に達しておりますので、平成２２年９月甲良町議会定例会を開

会いたします。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配布いたしておきましたとおりであります。 

 日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。 

 本日の会議録署名議員に、４番 金澤議員および５番 山﨑議員を指名い

たします。 

 次に、日程第２ 会期の決定についてを議題といたします。 

 お諮りいたします。 

 本定例会の会期は、本日から９月２２日までの１６日間といたしたいと思

いますが、これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○山田議長 異議なしと認めます。 

 よって、本定例会の会期は、本日から９月２２日までの１６日間と決定い

たしました。 

 これより、町長のあいさつ、行政報告および提案説明を求めます。 

 北川町長。 

○北川町長 本日、平成２２年９月甲良町議会定例会を招集いたしましたとこ

ろ、議員各位におかれましては、大変お忙しいところをご出席をいただきま

してまことにありがとうございます。 

 平素は、町政全般にわたりまして格別のご支援・ご協力を賜り、厚く御礼

を申し上げます。 

 提案説明に先立ち、若干の行政報告をいたします。 

 本年５月下旬から７月にかけて開催した集落ミーティングは、新しい制度

の戸別所得補償モデル対策と農業振興策として推進しているふるさと交流村

の現状と将来計画について、農業支援制度を交えながら報告をいたしました。 

 また、高齢社会における公共交通体系のあり方について、調査結果と今後

の取り組みについての報告をし、住民の皆さんと意見交換をさせていただき

ました。行政各分野における多くの意見と提案を伺うことができました。 

 また、今年で３年目を迎える甲良三大偉人ゆかりの地訪問事業では、９

月２３日から２５日にかけて佐々木道誉公と尼子氏の軌跡をめぐる企画をさ

せていただきましたところ、８２名もの住民の参加をいただくことができま

した。これを機に町民同士の交流を深め、先人の知恵を学ぶことで、さらな

る町の発展につながるよう努力してまいりたいと考えていますので、皆様の
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ご支援をよろしくお願いするものであります。 

 それでは、本日提案をさせていただきます案件について、その概要をご説

明申し上げます。 

 報告第４号から報告第６号は、財政健全化判断比率および公営企業会計の

資金不足比率の報告でございます。 

 地方公共団体の財政の健全化に関する法律の施行に伴い、平成１９年度決

算から財政健全化判断比率および公営企業会計の資金不足比率を監査委員の

審査に付し、議会に報告し公表することが義務づけられました。 

 平成２１年度の状況は、実質赤字比率は実質収支が黒字のため比率は算出

されません。 

 特別会計および公営企業会計を含めた本町全体の連結実質赤字比率につき

ましても、実質収支が黒字のため、比率は算出されません。 

 実質公債費比率につきましては、対前年０．７ポイント増加し、８．３％

になりました。将来負担比率につきましては、１４．３％になりました。公

営企業会計における資金不足比率につきましては、下水道事業会計および水

道事業会計の各会計とも資金不足を生じておりませんので、比率は算出され

ません。 

 引き続き、各会計とも財政の健全化に向けて努力する所存でございます。 

 認定第１号から認定第１０号は、平成２１年度甲良町一般会計および９特

別会計・企業会計の歳入歳出決算の認定をお願いするものでございます。 

 平成２１年度は、真に必要とされている施策への財源の計画的重点配分に

より、施策を行い、その主な成果といたしましては、（１）福祉施策として、

心身障害者医療費助成事業、在宅高齢者介護用品支給事業、ライフサポート

センター建設事業、（２）教育・文化振興施策として、中学生海外派遣研修事

業、郷土先人調査研究事業、（３）子育て支援施策として、子育て支援センタ

ーの充実、妊婦健診費用及び乳幼児福祉医療費の無料化、（４）まちづくり施

策として、各集落のむらづくり活動事業推進、（５）農業・産業および観光振

興施策として、ふるさと交流村整備事業、園芸作物振興補助金、甲良三大偉

人ゆかりの地訪問事業、（６）環境施策として、下水道事業の推進、ごみ減量

化リサイクル活動、（７）安全安心のまちづくり事業として、防火水槽設置事

業、（８）その他事業として、定額給付金および子育て応援手当の支給、呉竹

地域総合センター改築事業、町道新設改良事業など、あらゆる分野において

諸事業の推進を図ってまいりました。 

 また、財政面では、普通会計における決算額を前年度と比較しますと、歳

入総額が、４２億３，５１９万５，０００円で２１．２％増、歳出総額が４１

億３６４万５，０００円で２３．０％の減となっております。実質収支
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は６，４９１万３，０００円、実質収支比率は２．８％、単年度収支は１，３１３

万１，０００円の赤字となりました。財政の硬直化を示す経常収支比率

は９４．９％となり、前年度を３．０ポイント上回りました。 

 歳入面で、経常収入である町税が、経済不況により７，１０１万４，０００

円の減、普通交付税が４，２７１万２，０００円の増となり、実質的な普通

交付税である臨時財政対策債は７，１３３万１，０００円の増となったもの

の、経常収入全体で４，８４７万９，０００円の減となりました。 

 これに対し、歳出面の経常経費では、物件費で約１，６９１万６，０００

円 の 減 と な り 、 経 費 削 減 の 成 果 は 見 ら れ た も の の 、 公 債 費 で ９ ５ ５

万８，０００円の増、操出金で１，５６５万２，０００円の増となったため、

経常経費全体で２，４５５万７，０００円の増額となりました。 

 これらのことが経常収支比率を引きあげる結果となりました。今後はさら

に改革を進めることで比率の上昇を抑制しなければなりません。 

 また、地方債現在高につきましては、一般会計は臨時財政対策債や呉竹セ

ンター改築事業債の発行により増額となりましたが、住宅新築資金貸付事業

債の減により、対前年２，７０２万８，０００円減の３８億５，２８５

万１，０００円で、５年連続の減額となりました。 

 そして、地方債現在高比率につきましても、対前年３．８ポイント減少

し、１６６．５％になり、改善を図ることができました。 

 また、積立金現在高につきましては、対前年５，２０６万８，０００円減

の８億９，３４７万９，０００円となり、定時償還のために減債基金を取り

崩しましたことにより昨年度を下回りました。 

 今後の財政運営におきましては、引き続き歳入歳出一体の改革により、さ

らに厳しい財政状況となることから、財政健全化計画に掲げました改革方針

に基づき、新たな収入財源の確保、徹底した歳出全般の見直しを図ることに

より、効率的な行財政運営に取り組む所存であります。 

 次に、議案第３９号は、琵琶湖東北部広域市町村圏協議会の設置根拠とな

る広域行政圏計画策定要項が、平成２１年３月末をもって廃止されたこと等

により、当協議会を廃止することにつき、議会の議決を求めるものでありま

す。 

 議案第４０号は、甲良町特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁

償に関する条例の一部を改正する条例で、子どもを虐待や非行等から守るた

めの対策等の協議をお願いする甲良町要保護児童対策地域協議会委員の日額

報酬を定めるものであります。 

 議案第４１号は、地方税法等の一部を改正する法律が施行されたことに伴

い、甲良町税条例の一部を改正するものであります。 
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 議案第４２号は、地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する

法律が施行されたことに伴い、甲良町職員の育児休業等に関する条例の一部

を改正するものであります。 

 議案第４３号は、育児休業、介護休業等育児または家族介護を行う労働者

の福祉に関する法律の一部を改正する法律が施行されたことに伴い、甲良町

職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正するものであります。 

 議案第４４号は、児童扶養手当法の一部を改正する法律が施行されたこと

に伴い、甲良町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正するものでありま

す。 

 議案第４５号は、町道の認定３件をお願いするものであります。 

 議案第４６号は、平成２２年度甲良町一般会計補正予算（第２号）で、１

億４，０６０万３，０００円を増額し、補正後の予算額を３７億４，７３３

万２，０００円とするものでございます。 

 主な内容といたしましては、徴税費でエルタックス国税連携業務委託、社

会福祉費で更生医療給付費、農業費で農産物加工兼販売所建設工事、道路橋

梁費で道路維持補修費、消防費で一時避難所施設対審補強事業補助金による

ものでございます。 

 議案第４７号は、平成２２年度甲良町老人保健医療事業特別会計補正予算

（第１号）で、９９万３，０００円を増額し、補正後の予算額を４２４

万５，０００円とするものでございます。 

 主な内容としましては、過年度分医療費過誤による還付金によるものです。 

 議案第４８号は、平成２２年度甲良町介護保険特別会計補正予算（第１号）

で、１，２１３万３，０００円を増額し、補正後の予算額を６億１，６９３

万４，０００円とするものでございます。 

 主な内容としましては、国庫負担金等の精算に伴う補助金返還金によるも

のでございます。 

 議案第４９号は、平成２２年度甲良町後期高齢者医療事業特別会計補正予

算（第１号）で、１５４万９，０００円を増額し、補正後の予算額を５，１７４

万９，０００円とするものでございます。 

 主な内容としましては、後期高齢者医療広域連合納付金の増額によるもの

でございます。 

 諮問第１号は、人権擁護委員のうち任期満了者があり、新たに人権擁護審

査会法の定めにより、候補者の推せんについて議会の意見を求めるものであ

ります。 

 同意第２号は、任期満了に伴う甲良町教育委員会委員の任命につき、再任

の同意を求めるものであります。 
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 以上、簡単ではございますが、本日提出いたしました案件について、その

概要を申し上げました。何とぞよろしくご審議いただき、適切な認定、議決

等を賜りますようお願い申し上げまして、提案説明とさせていただきます。 

○山田議長 西澤議員。 

○西澤議員 発議第４号 甲良町議会議長の不信任決議（案）の動議を提出い

たします。 

○山田議長 それでは、動議の説明をお願いします。 

 西澤議員。 

○西澤議員 不信任決議（案）について。 

 発議第４号です。 

 上記の議案を、地方自治法第１１２条および会議規則第１４条の規定によ

り提出します。 

 平成２２年９月７日。 

 甲良町議会議長 山田壽一様。 

 提出者 甲良町議会議員 西澤伸明。 

 賛成者 甲良町議会議員 建部孝夫。 

 賛成者 甲良町議会議員 藤堂一彦。 

 甲良町議会議長不信任決議（案）。 

 本議会は、甲良町議会議長山田壽一君を、議会を代表する議長として信任

しない。 

 以上、決議する。 

 平成２２年９月７日。 

 甲良町議会。 

 【提案理由要旨】。 

 １つ、１年交代の申し合わせ、私は参加していませんが、を破って居座り

続けていること。 

 ２つ、その居座る理由として、「議長選で議会が分裂することを防ぎたい」、

「村田局長を守りたい」などを挙げていました。しかし、みずから議員互助

会を脱会し、分裂に導きました。 

 また、「守りたい」とした村田前事務局長は、官製談合疑惑調査の過程でみ

ずから命を絶ちました。 

 ３つ目に、中立・公正であるべき議会運営のかなめとしての役割を放棄し

て、不公平・不公正な対応に終始していることはそしりを免れません。 

 その具体的事例です。 

 １つは、官製談合疑惑発生時の初動の対応です。現職町長、副議長などが

かかわる重大な疑惑にもかかわらず、議会に報告すらしなかったものであり
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ます。 

 ２つ目に、恐喝未遂事件への対応です。恐喝未遂事件という犯罪としての

現在のような認識であれば、当時、なぜ議会に報告しなかったのか。当初か

ら犯罪、不当要求との認識がなかったのか。それとも、報告すれば都合の悪

いことがあったのか。どちらにしても重大問題を隠そうとしていたことは現

在では明々白々の事実となってしまいました。 

 ３つ目に、百条委員会への対応です。議会での解明はこれからの努力にか

かっている時期に、議会の調査究明は至難なことと言っても過言でないなど

という官製談合疑惑の解明に否定的で妨害的な文書を配布されました。議長

として解明を進め、行政をただすという立場と真っ向から矛盾して、解明し

たくないという表明かと考えられます。 

 ４つ目に、議会広報発行への対応です。これは、本年８月号についてであ

ります。百条委員会の結論を無視をして経過を発表されました。また、百条

委員会から除斥を受けている濱野議員に原稿を書かせることを容認をされて

発行をされました。 

 ５つ目に、一般質問の受け付けの対応であります。締め切り時間後に濱野

議員の追加質問を受け付けました。 

 上記いずれにも反省がありません。 

 次に、私の意見であります。 

 １つは、議長は何よりも公平でなければなりません。そして、議員の発言

権を保障し尊重しなければなりません。ところが、この間の山田議長の言動

は、この原則に真っ向から背いています。その最大の問題は、談合疑惑問題

を解明しよう、ただそうという立場に立っていないことであります。主に次

の２点に絞って提起をします。 

 １つは、談合疑惑絡みの恐喝未遂事件公判で明らかになりつつある事実は

重大な問題をはらんでいます。それは、昨年の談合疑惑が起きた当初から、

そして、その疑惑をネタにした恐喝未遂事件が発生した当初から、恐喝を受

ける側に位置した１人、それが山田議長だったことが明らかになったことで

はないでしょうか。この事件では、恐喝未遂の被害者として描かれています。 

 また、議会の中では濱野議員とともに恐喝未遂のネタになったＩＣレコー

ダーの存在をいち早く知り得た人物、それが山田議長だったのです。 

 ところが、ＩＣレコーダーをネタに恐喝、不当要求を受けている報告は一

切当時ありませんでした。正式手続も半年以上過ぎてからのものでありまし

た。行政権力のもとで起きた疑獄は、公開の場で究明することこそ利権の根

を断つことことであり、再発防止の最大の保障となるものです。議会は、行

政幹部の間違いを率先してたださねばなりません。その究明の先頭に立つべ
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き議長が、逆に談合疑惑が表に出ないようきゅうきゅうと工作してきたこと

が皮肉にも自分たちが告訴したことによって明らかになったのです。 

 山田議長が官製談合の当事者の１人であるか否かは解明を待たねばなりま

せん。しかし、公人として、議会を代表するトップとして、疑惑（この疑惑

は法定でも根拠をもとに提起されているもの）を抱かれたこと自体が恥ずべ

きことではないのでしょうか。 

 濱野圭市議員が関係する浜野工務店が、本来なら入ることができない建築

Ａランクに急遽入れられたこと、落札額と最低制限価格がぴったり一致とい

う２点の不自然さは、議長として、少なくともいち早く疑問視して調査を正

式に提起しなければならなかった問題です。その当たり前の調査を妨げてき

たために今日まで長引いていると言っても過言ではありません。 

 ②に、９月議会での私の一般質問に対し、昨年の９月議会です。私の一般

質問に対し、中止させようと干渉しました。提案理由に挙げた数々の不公平・

不公正でも何らの反省がいまだにありません。 

 大きな２つに、グラウンドゴルフ公費負担問題でも信任できない理由を述

べます。 

 豊郷町で問題となり、豊郷町ではグラウンドゴルフ大会の費用も議員個人

が負担しており、どこから見てもグラウンドゴルフが議員の仕事とは言えな

くなり、個人負担にする流れができてきた中で、あくまで山田議長は議員の

情報交換の場であり、公費負担は当然というキャンペーンを率先して行って

います。そして、犬上郡議長会のグラウンドゴルフ会計に不適切処理があっ

たとして当時の職員が処分を受けました。しかし、問題が発覚した当時の会

計監査は山田議長にほかなりません。不適切処理を見て見ぬふりをしたと考

えられ、改善の問題提起も一切してこなかった山田議長の責任は一職員にな

すりつけて済ませる問題ではありません。会計監査としての仕事をこなして

こなかった怠慢こと追及されねばならないことを強調したいと思います。 

 ３つ目に、１年交代の申し合わせについて私の意見であります。 

 １年交代の申し合わせは、再任を妨げないこととセットで議長も参加され

た席で確認されていることです。法律上のルールではありませんが、その確

認を山田議長みずから破ることは、この申し合わせにくみしない私から見て

も全く容認できません。議長は議会運営の公正・公平な運営のかなめであり

ます。同時に町民を代表する議会の顔でもあります。 

 このような重要な役割を担う議長が、今申し上げた係る事実に関与し、指

摘されること自体、議長の職務とは両立しません。 

 以上、私、西澤としての意見を述べて、提案説明といたします。 

 なお、続けて、議事進行について提案をいたします。 



－11－ 

 地方自治法の規定に除斥の規定がございます。その規定では、この規定を

受ける者は、議題にされた時点から参加することができませんが、議長にも

弁明の機会を与えるという意味で、引き続き討論まで参加をゆるし、もちろ

ん採決には加わることはできません。この処置をとられるかどうか、これは

私の考えでありますので、お諮りいただいて処理をよろしくお願いいたしま

す。 

○山田議長 ただいま西澤議員から提出された動議は、議員ほか２人から甲良

町議会議長の不信任の決議（案）が提出されました。この動議は所定の賛成

者がありますので、動議は成立いたしました。 

 お諮りいたします。 

 この際、本決議（案）を日程に追加し、追加日程第１号として日程の順序

を変更し、直ちに議題とすることに賛成の方はご起立願います。 

（賛成者起立） 

○山田議長 ご着席ください。 

 起立多数でございます。 

 したがって、甲良町議会議長の不信任、この動議を日程に追加し、追加日

程第１として議題とすることは可決されました。 

 ここで、しばらく休憩いたします。 

（午前 ９時４０分 休憩） 

（午前１０時３２分 再開） 

○山田議長 それでは、休憩前に引き続き、会議を開会いたします。 

 追加日程第１ 甲良町議会議長の不信任決議（案）を議題といたします。 

 議事の都合により、副議長と交代させていただきます。 

○金澤副議長 追加日程第１ 甲良町議会議長の不信任決議（案）を議題とい

たします。 

 本来ならば、地方自治法第１１７条の規定によっては、山田議長の除斥と

なりますが、提案者から弁明の機会を与えるという案が出されました。 

 よって、そのように決定し、質疑等のときに除斥とすることに異議はあり

ませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○金澤副議長 異議なしの声がありましたので、そのようにいたします。 

 それでは、山田議員の弁明の機会を与えます。 

 山田議員。 

○山田議員 弁明と申しましょうか、私、本当にこのような指摘されるという

ような、私自身はそんなに重んじてはおりませんので、一応説明の方をさせ

ていただきます。 
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 １年交代の申し合わせというのは、この期の最初に何名かでお話しさせて

いただいた経緯がございます。けど、混沌としたいろんな中で議会をおさめ

なければならないというような思いがあれば、再任そしてまた継続というよ

うなことも私は全員協議会の中で申しておりました。当時、藤堂議員が議長

に就任されたときに、申し送りはいいんじゃないかと、そういう議会の中で

の状態が再任、そして継続していかなければならない事態もあるので申し送

りはしないでおこうというような全員協議会で述べた覚えがございます。 

 そして、私はこの議長という座に固持しているわけではございません。こ

の２月の議長選前に何名かに相談させていただいて、辞職はしますというこ

とは私は述べております。何名かの方はご存じだと思います。 

 ところが、いろんなしがらみが生まれ、そして私自身を陥れるといいまし

ょうか、私自身をそのような立場に追い込んだ経緯がございます。だから、

私といたしましましても何とか議会の調整を図らなければならないという思

いで、辞職せず一生懸命頑張ってきたつもりでございます。 

 中立・公正、私は誰がいい、誰が悪いというようなことは決して皆さんの

前で言ったこともないし、また、百条委員会についても、私は議長として百

条委員会の内容を十分熟知していただいて、研修をしていただいて、間違い

の起こらない委員会にしてほしいという申し入れをしてきました。が、しか

し、その委員長にも再三言ってはおったんですけども聞き入れてもらえず、

研修もなく、そこでいろんな問題が発生しておりました。委員長の独断もあ

りましたし、再三注意をしたんですけども聞き入れてもらえず、今に至って

おります。 

 私は、早期に百条委員会を解決していただいて、法的な組織の判断を仰い

でくださいというようなことを常に申しておりました。素人が裁判を行うよ

うなことを再三行っていたと聞いております。その中で不用意な判断、そし

て感情を持った判断をされると困りますので、第三者的な立場の方にゆだね

て判断を仰いでいただきたいという方向で、委員そして委員長に申しており

ました。 

 そういう中で村田局長が残念ながら自殺ということになったんですけども、

私は村田局長、本当に優秀な人間でございましたし、議会においても本当に

アドバイスをいただき、議長、そして局長という間柄で、本当に何事も相談

をしておりました。そのような中でそういう官製談合の話は一切しておりま

せんし、そんな人間ではないというようなことは重々わかっております。村

田局長は、このように書かれているように、村田局長がいかにも秘密を知っ

ているような書き方をされて、村田局長の名誉にもかかわることだと私は思

っております。 
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 議会広報の百条委員会を無視じゃないと私は思っています。百条委員会も

議会活動の中の一環として、広報委員会の中で百条委員会は議会の活動の一

環として公開の場で百条委員会が行われているということですので、過程を、

町民の方々が傍聴に来られない方々のために経緯を表し、知らせねばならな

いのではないかなというようなことを申しておりました。別に私は隠す必要

もないし、百条委員会で行ったことを正直に文面化して表したらいいんじゃ

ないかなという、私個人は思っておりました。 

 百条委員会の委員長は、公開するなというようなご意見でございました。

しかし、広報に公開をしない。なぜ拒む理由があるのかということは、問い

ただしました。けど、委員長の方は返答がなく、広報委員会の全員というか、

ほか５名の一致で公開してはいいんじゃないかというような意見で載せまし

た。濱野議員が原稿化するということは、順番でそこへたまたま濱野議員が

担当になったと。いろんな情報も出ております。議事録、そしていろんな情

報を聞いて書いたという経緯がございます。誰が書いてもこれは同じことだ

と私は認識しておりました。 

 ＩＣレコーダーの件なんですけども、当時、私も百条委員会に述べさせて

いただいたように、今度の裁判で証人に立つ経緯がございますので、詳しい

ことはあまり話せないんですけども、結局、野瀬主監に問い詰め、そして町

長に、告訴するというようなことはずっと進めておりました。選挙前ですの

で、町長の判断にゆだねるというようなことは私は再三申しておりました。 

 けど、結局容疑者の山口透氏が数日後に謝罪に来て、事なきを得たといい

ますか、恐喝には至らなかったというような解決をしたという判断を当時し

ておりました。町民ということで当時の山﨑町長も穏便に事を済ませたとい

うように判断しております。 

 それから、浜野工務店が建築のＡランク、そしてぴったり価格が一致した

という点で、私はＡランクに入るとかＢランクとかいうことは、行政の方が、

審議委員会が決めることですので私は一切わかっておりませんし、関与はし

ておりませんし、誰にお願いしたこともございません。値段がぴったり合っ

たというのは、説明を聞くと、会社の企業努力によっていろんな方との中で

の計算のもとでなったということを聞いております。それ以上のことは私は

わかりませんので。 

 グラウンドゴルフ等のあれも、当時私は監査をしておりましたけども、そ

の監査をしておりました年度は懇親会等行っておりません。グラウンドゴル

フは通常ずっと、十何年かにわたってやってきて、それが通例の行事、そし

て議員の情報交換の場だと私は今でも思っております。それがだめなら個人

的に参加すればいいことだし、それをずっと過去何年か認めていただいて、
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議員の活動に役立ててくれというような思いで行政の方も理解をしていただ

いていると思っております。 

 最後に、私は本当に議長という立場を固持しているという思いはございま

せん。だがしかし、こういう経緯に議会が至ったことを私自身も責任は持っ

ております。このように私の不信任が出るということは、私の遺憾の至りで

ございますけども、今後皆さんとともに一丸となって議会を進めていきたい

と、今もなお思っております。 

 以上でございます。 

○金澤副議長 山田議員の弁明が終わりましたので、ここで山田議員の除斥を

求めます。 

（山田議員 退場） 

○金澤副議長 ほかの議員の質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○金澤副議長 ないようですから、これで質疑は終わります。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○金澤副議長 ないようですから、討論を終わります。 

 濱野議員。 

○濱野議員 １番 濱野でございます。 

 今ほど議長の方から弁明がされました。私もほとんど議長のおっしゃって

いることが正しいかなというふうに認識をしている１人でございます。 

 まず１点目の、１年の交代の申し合わせにつきましては、その中に前回私

ども、議員に初めて当選をさせていただきまして、新人議員が８人というか

なり大勢の数でございました。そういった中で１年目、議長を選出するとき

にいろいろと話し合いがあった経緯がございます。新人ではなかなか難しい

から、この１期は古参議員の方に議長を持っていただこうというような話し

合いがなされたことを記憶しております。 

 しかしながら、副議長におきましては新人も多いというようなことで、今

後のことも含めて勉強させていただきたいなということで、副議長は新人側

から選んでいただきたいなというような話し合いがなされました。 

 そういったことで１年目は藤堂与三郎議員が議長になられて、２年目は今

の山田議長が議長になられたというような経緯がございます。 

 そうこうするうちに、古参の議員さんも、北川議員さんがおられたんです

けれども、町長選へ出られたというようなことでおられなくなって、古参議

員の方でお話し合いをというようなことに、その場にも、私、同席をさせて

いただいた経緯がございます。その中で今の議長は藤堂与三郎議員に、１年
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させていただいたからぜひかわってくださいと。藤堂議員は、私はちょっと

入院してたし、体も悪いし、できたら山田議員、続けて議長をやってくださ

いなというようなお話し合いがなされたことを聞いておりました。けど、や

っぱり藤堂議員、やってくださいなと再三山田議長の方からもお話があった

ような経緯を記憶をしております。しかしながら、頑として山田議長に続け

てやってくださいというようなことで議長の話がついたのかなというような、

私はそのときに認識をいたしておりました。 

 しかしながら、私、その当時、副議長をさせていただきまして、１年勉強

させていただきましたので、次は新人の方に誰かお譲りをしたいというよう

な話で、またそれは都度相談をして決めていただいたらどうかなというよう

なお話でございました。 

 そういったことから、本当に申し合わせというか、きちっとした決まり事

というのはなかったように記憶をいたしております。あくまで紳士協定で、

そのようなことでやっていこうと。決して居座り続けているというような解

釈はいかがなものかなというふうに私は思っております。 

 それと、２番目の居座る理由とか、村田局長に対してどうのこうのという

ことが書いてはございますけれども、本当に村田前局長は優秀な人材でござ

いました。しかしながら、いろいろと百条委員会の問題とか、何やかやとい

うことで精神的にいろんなところから圧力をかけられていたことを私は聞い

ております。現実にございました。相談も受けておりましたけれども、くよ

くよせんと頑張ろうやというようなことで声をかけさせてもらったようなこ

とを記憶をいたしています。本当に優秀な人材が亡くなられたということは

大変残念に思って、今でもなりません。 

 そうこう、何点か申し上げたいところがあるわけなんですけども、ちょっ

と私の名前が載ってございます広報の発行等についてなんですけれども、お

れは本当に広報委員会の方で、都度都度担当を決めていただき、どういう記

事を載せようか。みんなでいろいろと議論を交わしながらやっていただけの

ことでございまして、私が、百条委員会に入っていない者が原稿を書いたこ

とが、本当に悪いことのような感覚に載ってございますけれども、皆さんの

合意のもとで、皆さんに確認をしていただいて広報委員長のもとで何人もの

目を通して最終的に発行になったというようなことでございますので、全く

議長がどうのこうの、広報に際して対応が悪かったというようなことは、私

は全くないように記憶をしております。 

 よって、私は議長の不信任決議（案）の反対討論というようなことにさせ

ていただきたいと思います。 

○金澤副議長 ほかに討論はありませんか。 
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 藤堂議員。 

○藤堂与三郎議員 １０番 藤堂です。 

 今、濱野議員の、いわゆる議長不信任案の反対討論がありました。私は議

長不信任案に賛成をさせていただきたい立場で討論をするわけですけれども、

濱野議員が今申されました１番目の１年交代の申し合わせ、１点の曇りもな

い濱野議員の発言どおりであっただろうと私は認識をしております。 

 私が不信任案に同意をしていく点はただ１点だけで、５番の一般質問の対

応。これは非常に不適切である。過去の例が、私の議長のときに２人の議員

さんをこのような形で、本当に人情的にも受け付けなかったというようにな

ったんですけれども、規則は規則ということで受け付けませんでした。そう

いう１点から賛成討論に加わるわけですけれども、２、３、４に関しまして

は、今後法廷なりいろんなところで解明されていくので、私がここで持論を

申し上げるのは控えさせていただきます。 

 以上です。 

○金澤副議長 ほかに討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○金澤副議長 ないようですから、これで討論を終わります。 

 お諮りします。 

 追加日程第１ 甲良町議会議長の不信任決議を採決いたします。 

 この採決は、起立によって行います。 

 本決議案のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。 

（賛成者起立） 

○金澤副議長 ご着席願います。 

 ただいまの起立者は５人であります。 

 したがって、甲良町議会議長不信任案は可決されました。 

 山田議員の入場を許します。 

（山田議員 入場） 

○金澤副議長 ただいま山田議員が入場されました。 

 ご報告いたします。 

 甲良町議会議長不信任決議（案）は、起立多数によって可決されましたこ

とを報告いたします。 

 それでは、山田議長と交代いたします。 

○山田議長 ただいまご報告をいただきましたように、不信任案を可決されま

したが、私、今後本当に努力し、この議会を何とか１つにまとめたいと思っ

ておりますので、議長の責任を果たし、頑張らせていただきますので、よろ

しくお願いいたします。 
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 西澤議員。 

○西澤議員 先ほど可決いたしました議長不信任決議、十分山田議長に検討い

ただくために暫時休憩を求めます。 

○山田議長 ここで休憩をいたします。 

（午前１０時５６分 休憩） 

（午前１１時２０分 再開） 

○山田議長 ただいま出席議員が定足数を欠きましたので、会議規則第１２条

第３項の規定によってしばらく休憩いたします。 

 議員定数が過半数に達しましたので、議会を再開させていただきます。 

 建部議員。 

○建部議員 先ほど議会議長の不信任決議（案）が可決されまして、議長の釈

明、弁明も聞かせていただきました。議長の辞職をしない真の理由もいろい

ろ聞かせていただきました。それは、今議長をやめると官製談合を認めたこ

とになるのでやめるにやめられないということも過日耳にしました。やめる

にやめられない。官製談合を認めることになるのでという理由は、暗に官製

談合があったかのように思わせる、そういう理由であります。官製談合を認

めたことになるのでやめるにやめられないというのが本音の部分、これは、

私は理由をそのように取り繕っているけど、実際は暗に官製談合があったと

いうことを示唆しているというふうに解釈しております。 

 よって、今、休憩中に辞職をというふうに考えましたが、それがなされま

せんでした。私は、議長辞職、賢明な判断をとっていただきたい。即でなく

ても、本日、またこの会期中にはやはり不信任決議の理由にあるとおり、ま

た、やめるにやめられない事情がある。やめたら官製談合を認めたことにな

るというような理由をつけての議長居座りは断固として許すことはできませ

ん。よって、賢明な判断を求めます。 

○山田議長 今、建部議員の方からご指摘がありましたけども、私は官製談

合には一切関与しておりません。よって、その理由で辞職ということは一切

私は考えておりませんので。 

 日程第３ 報告第４号から日程第５ 報告第６号までを一括議題といたし

ます。 

 報告書が提出されていますので、報告を求めます。 

 総務課長。 

○山本総務課長 それでは、報告第４号 平成２１年度甲良町財政健全化判断

比率の報告についてでございます。 

 お開きをいただきたいと思います。 

 平成２１年度甲良町財政健全化判断比率。 
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 実質赤字比率については、平成２１年度は出ないというものでございます。

また、２点目の連結実質赤字比率についても、比率は出ない。実質公債費比

率は８．３％、将来負担比率は１４．３％でございます。 

 報告第５号でございます。平成２１年度甲良町下水道事業特別会計資金不

足比率の報告についてでございます。 

 お開きをいただきたいと思います。 

 これにつきまして、下水道事業では資金不足が生じていないというもので、

比率はゼロというものでございます。 

 続きまして、報告第６号 平成２１年度甲良町水道事業会計資金不足比率

の報告についてでございます。 

 お開きをいただきまして、水道事業につきましても資金不足は生じていな

いため、比率は出ないというものでございます。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

○山田議長 これをもって報告を終わります。 

 ここで、監査委員の木村議員から、平成２１年度甲良町財政健全化判断比

率、同じく下水道事業特別会計資金不足比率ならびに水道事業会計資金不足

比率の審査意見書が提出されていますので、その報告を求めます。 

 木村議員。 

○木村議員 それでは、平成２１年度財政健全化審査意見書を報告させていた

だきます。 

 甲良町長 北川豊昭様。 

 財政健全化法第３条第１項の規定により、平成２１年度甲良町財政健全化

について判断比率を審査した結果、その意見は次のとおりである。 

 １．審査の概要。 

 この財政健全化審査は、町長から提出された健全化判断比率及びその算定

の基礎となる事項を記載した書類が適正に作成されているかどうかを主眼と

して実施した。 

 ２．審査の結果。 

 （１）総合意見。 

 審査に付された下記、健全化判断比率およびその算定の基礎となる事項を

記載した書類は、いずれも適正に作成されているものと認められる。 

 （２）個別意見。 

 ①実質赤字比率について。 

 平成２１年度の実質収支は黒字のため、実質赤字比率は算出されない。 

 ②連結実質赤字比率について。 

 平成２１年度の連結実施終始は黒字のため、連結実施赤字比率は算出され
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ない。 

 ③実質公債費比率について。 

 平成２１年度の実質公債費比率は８．３％となっており、前年度に比べ

て０．７ポイント高くなった。早期健全化基準の２５％と比較すると、これ

を下回り、良好である。 

 ④将来負担比率について。 

 平成２１年度の将来負担比率は１４．３％となっており、前年度に比べ

て５．４ポイント低くなった。早期健全化基準の３５０．０％と比較すると、

これを下回り、良好である。 

 ３．是正改善を要する事項。 

 特に指摘すべき事項はない。 

 次に、平成２１年度甲良町下水道事業特別会計経営健全化審査意見書。 

 甲良町長 北川豊昭様。 

 財政健全化法第３条第１項の規定により、平成２１年度甲良町下水道事業

特別会計の経営健全化について判断比率を審査した結果、その意見は次のと

おりである。 

 １．審査の概要。 

 この経営健全化審査は、町長から提出された資金不足比率及びその算定の

基礎となる事項を記載した書類が適正に作成されているかどうかを主眼とし

て実施した。 

 ２．審査の結果。 

 （１）総合意見。 

 審査に付された下記、資金不足比率およびその算定の基礎となる事項を記

載した書類は、いずれも適正に作成されているものと認められる。 

 （２）個別意見。 

 ①資金不足比率について。 

 資金不足は生じないため、資金不足比率は算出されない。 

 （３）是正改正を要する事項。 

 指摘すべき事項は特にない。 

 続いて、平成２１年度甲良町水道事業会計経営健全化審査意見書。 

 甲良町長 北川豊昭様。 

 財政健全化法第３条第１項の規定により、平成２１年度甲良町水道会計の

経営健全化について判断比率を審査した結果、その意見は次のとおりである。 

 （１）審査の概要。 

 この経営健全化審査は、町長から提出された資金不足比率およびその算定

の基礎となる事項を記載した書類が適正に作成されているかどうかを主眼と
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して実施した。 

 ２．審査の結果。 

 （１）総合意見。 

 審査に付された下記、資金不足比率およびその算定の基礎となる事項を記

載した書類は、いずれも適正に作成されているものと認められる。 

 （２）個別意見。 

 ①資金不足比率について。 

 資金不足は生じないため、資金不足比率は算出されない。 

 （３）是正改善を要する事項。 

 指摘すべき事項は特にない。 

 以上でございます。 

○山田議長 ありがとうございました。 

 以上で、報告は終わります。 

 次に、日程第６ 認定第１号から日程第１５ 認定第１０号までの１０議

案を一括議題といたします。 

 議案を朗読させます。 

 局長。 

○大橋事務局長 認定第１号 平成２１年度甲良町一般会計歳入歳出決算認定

について。 

 上記の議案を提出する。 

 平成２２年９月７日。 

 認定第２号 平成２１年度甲良町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定

について。 

 上記の議案を提出する。 

 平成２２年９月７日。 

 甲良町長。 

 認定第３号 平成２１年度甲良町老人保健医療事業特別会計歳入歳出決算

認定について。 

 上記の議案を提出する。 

 平成２２年９月７日。 

 甲良町長。 

 認定第４号 平成２１年度甲良町下水道事業特別会計歳入歳出決算認定に

ついて。 

 上記の議案を提出する。 

 平成２２年９月７日。 

 甲良町長。 



－21－ 

 認定第５号 平成２１年度甲良町住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳

出決算認定について。 

 上記の議案を提出する。 

 平成２２年９月７日。 

 甲良町長。 

 認定第６号 平成２１年度甲良町土地取得造成事業特別会計歳入歳出決算

認定について。 

 上記の議案を提出する。 

 平成２２年９月７日。 

 甲良町長。 

 認定第７号 平成２１年度甲良町墓地公園事業特別会計歳入歳出決算認定

について。 

 上記の議案を提出する。 

 平成２２年９月７日。 

 甲良町長。 

 認定第８号 平成２１年度甲良町介護保険特別会計歳入歳出決算認定につ

いて。 

 上記の議案を提出する。 

 平成２２年９月７日。 

 甲良町長。 

 認定第９号 平成２１年度甲良町後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決

算認定について。 

 上記の議案を提出する。 

 平成２２年９月７日。 

 甲良町長。 

 認定第１０号 平成２１年度甲良町水道事業会計歳入歳出決算並びに事業

報告の認定について。 

 上記の議案を提出する。 

 平成２２年９月７日。 

 甲良町長。 

○山田議長 認定第１号から認定第９号までは会計管理者、認定第１０号は水

道課長において順次説明を求めます。 

 会計管理者。 

○山本会計管理者 それでは、私の方から認定第１号から認定第９号までの平

成２２年度各会計決算認定についてご説明をさせていただきます。 

 まず、説明に入る前にお願いをしておきたいと思います。 
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 歳入につきましては、調定額と収入済み額が同額の場合につきましては収

入済み額のみの説明とさせていただきます。歳出につきましては、歳出済み

額を中心に説明をさせていただきますので、ご了承のほどよろしくお願いい

たします。 

 それでは、認定第１号 平成２１年度甲良町一般会計歳入歳出決算書でご

ざいます。 

 歳入歳出の予算額は同額で、４３億１，０８７万８，０００円でございま

す。歳入決算額が４１億８，８５９万３１０円です。歳出決算額４０

億５，７１４万８，７７５円です。歳入歳出差引残額は１億３，１４４

万１，５３５円です。うち翌年度繰越財源は６，６６３万７，０００円です。

実質残額が６，４８０万４，５３５円です。 

 １ページをお願いいたします。 

 まず、歳入の部でございます。１款 町税、調定額が９億１，３５５万７９１

円に対しまして、収入済み額が８億５，７９０万４，３１３円でございます。

不納欠損額が３１３万５，５６０円、収入未済額が５，２５１万９１８円で

す。２款 地方贈与税４，０３０万２，０５９円です。３款 利子割交付

金２９１万円です。４款 配当割交付金が９２万９，０００円です。５款 株

式等譲渡所得割交付金が５２万４，０００円です。６款 地方消費税交付

金６，４９４万７，０００円です。７款 自動車取得税交付金が１，５３６

万７，０００円です。８款 地方特例交付金１，４７７万２，０００円です。９

款 地方交付税１５億２，４０１万２，０００円です。１０款 交通安全対

策交付金１５９万円です。１１款 分担金及び負担金、調定額が３，８６３

万２，２２２円で、収入済み額が３，６３０万９，５１０円です。収入未済

額が２３２万２，７１２円です。１２款 使用料及び手数料、調定額

が４，７１５万８，４６８円に対しまして、収入済み額が２，６１９

万６，２５１円です。収入未済額が２，０９６万２，２１７円です。１３款

 国庫支出金５億９，２９７万６，４０６円の調定に対しまして、収入済み

額が５億２，８３５万６，４０６円です。収入未済額は６，４６２万円で

す。１４款 県支出金、調定が３億７，７９６万７７９円に対しまして、収

入済み額が３億５，１５６万７７９円です。収入未済額は２，６４０万円で

す。１５款 財産収入、調定が９３３万４，０８７円に対しまして、収入済

み額が８４８万４，０８７円、８５万円の収入未済額がございます。１６款

 寄付金１９３万４，９２５円です。１７款 繰入金７，２３５万６，６４０

円です。１８款 繰越金１億５，７３９万９，０９４円でございます。１９

款 諸収入、調定が１億８１７万５，０８６円に対しまして、収入済み額が１

億８１９万２，２４６円です。収入未済額が５２万２，８４０円です。２０
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款 町債３億７，４５４万３，０００円でございます。歳入合計が４１

億８，８５９万３１０円でございます。不納欠損額が３１３万５，５６０円、

収入未済額が１億６，８１８万８，６８７円でございます。 

 引き続きまして、歳出の部でございます。 

 次のページをお願いいたします。 

 １款 議会費５，９１９万１，６２７円です。２款 総務費６億９，５７３

万３，１６４円です。３款 民生費１６億４，０５９万５，８６３円です。４

款 衛生費２億８，７３０万４，４５４円です。５款 労働費７３万８，７１１

円です。６款 農林水産業費です。１億５，６６３万９，０９５円です。７

款 商工費２，９０９万８，７２５円です。８款 土木費９，１２５万６４１

円です。 

 次のページをお願いいたします。 

 ９款 消防費１億１，６８９万４，１５４円です。１０款の教育費、３

億９，３９９万５，０９９円です。翌年度への繰り越しが６，０４３万円が

ございます。これはエレベーター等の分でございます。１１款の災害復旧費

はゼロ円です。１２款 公債費は４億４，２３８万３，１６５円です。１３

款 諸支出金１億４，３３２万４，０７７円です。１４款の予備費はゼロ円

でございます。歳出合計が４０億５，７１４万８，７７５円でございます。 

 引き続きまして、特別会計の方をご報告させていただきます。 

 まず最初に、認定第２号 平成２１年度甲良町国民健康保険特別会計決算

についてご報告をさせていただきます。 

 歳入歳出の予算額は同額で、９億４，５７１万９，０００円です。歳入決

算額は９億４，７１９万４，５７５円です。歳出決算額は９億１，６６１

万８，６５０円です。歳入歳出差引残高が３，０５７万５，９２５円です。

うち翌年度繰越財源はゼロ円です。実質残額が３，０５７万５，９２５円で

す。 

 １ページをお願いいたします。 

 まず、歳入の部でございます。１款の国民健康保険税、調定が２億３，７８５

万５，９３６円に対しまして、収入済み額が１億８，４８９万１，２５３円、

不納欠損額が３０７万６，６００円、収入未済額が４，９８８万７，９８３

円です。２款の使用料及び手数料、４万８，０００円です。３款の国庫支出

金、２億４，７３９万７，２２８円です。４款の療養給付費交付金が４，２６２

万９，０００円です。５款の県支出金が５，７６４万８，１７７円です。６

款の共同事業交付金が１億１，７５８万１，５６０円です。８款 繰入金が１

億１，１２６万８，６１３円です。９款の繰越金、３，３９５万２，８７７

円です。１０款の諸収入が２６７万６，７８８円です。 
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 次のページをお願いいたします。 

 １１款の後期高齢者交付金が１億４，９０３万９７９円です。歳入合計と

しまして９億４，７１９万４，５７５円、不納欠損額が３０７万６，６００

円です。収入未済額が４，９８８万７，９８３円でございます。 

 引き続きまして、歳出の部でございます。１款の総務費が３，２５０

万８，０２１円です。２款 保険給付費が５億８，１５５万６，３５７円で

す。３款 老人保健拠出金２１２万７，９７１円です。４款 介護保険納付

金４，１１４万１，１６８円です。５款 共同事業拠出金が１億１，９８８

万７，６３９円です。６款 保険事業費が１，４２１万９，３９０円です。７

款 基金積立金７万円です。８款 諸支出金が１，２５０万９，７１０円で

す。９款の公債費が２７万１，５５３円でございます。１０款の後期高齢者

支援金等が１億１，２００万８，３５８円です。１１款の前期高齢者納付金

等が３１万８，４８３円でございます。１２款の予備費はゼロでございます。

歳出合計としまして９億１，６６１万８，６５４円でございます。 

 引き続きまして、認定第３号 平成２１年度甲良町老人保健医療事業特別

会計についてご報告いたします。 

 歳入歳出の予算額は同額で、４１０万１，０００円でございます。歳入決

算額は４０９万８，１８４円です。歳出決算額が４０８万９，７９９円、歳

入歳出差引残額が８，３８５円で、うち翌年度繰越財源はゼロ円でございま

す。実質残額としまして８，３８５円でございます。 

 １ページをお願いいたします。 

 まず、歳入の部でございます。１款 支払基金交付金１４６万７，６００

円でございます。２款の国庫支出金１４６万９，９６６円です。３款 県支

出金６万９，４８６円です。４款繰入金はゼロ円です。５款 繰越金９

万８，４６２円です。６款 諸収入９９万２，６７０円です。歳入合計は４０９

万８，１８４円でございます。 

 続きまして、歳出の部でございます。１款の総務費はゼロ円です。２款の

医療諸費についてもゼロ円でございます。３款の諸支出金につきまして

は４０８万９，７９９円であります。４款の予備費はゼロ円です。歳出合計

は４０８万９，７９９円でございます。 

 引き続きまして、下水道会計でございます。 

 認定第４号 平成２１年度甲良町下水道特別事業会計決算についてご報告

いたします。 

 歳入歳出の予算額は同額で、５億１，２３１万７，０００円です。歳入決

算額は４億９，８３２万４，９３０円であります。歳出決算額は４億９，６２７

万３７０円で、歳入歳出差引残高が２０５万４，５６０円でございます。う
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ち翌年度繰越財源としましてはゼロ円でございます。実質残額としまし

て２０５万４，５６０円でございます。 

 １ページをお願いいたします。 

 まず、歳入の部でございます。１款 国庫支出金５，０００万円でござい

ます。２款の繰入金１億５，６２７万７，０００円です。３款の諸収入は１３７

万９，１１０円です。４款 町債１億７，４３０万円です。５款の繰越金５６９

万９，８７２円です。６款 財産収入１３万３，０４８円です。７款の使用

料及び手数料、調定が８，０２２万５，３１０円に対しまして収入済み額

が７，４１２万６，０００円、収入未済額が６０９万９，３１０円でありま

す。１８款 分担金及び負担金、調定が４，８２７万１，１００円、収入済

み額が３，６４０万７，９００円で、収入未済額が１，１８６万３，２００

円でございます。歳入合計としまして４億９，８３２万４，９３０円でござ

います。収入未済額は合計で１，７９６万２，５１０円です。 

 続きまして、歳出の部でございます。１款の総務費が７，６０７万８，８５１

円、２款の下水道事業費が１億３，１２１万４，２７４円です。３款の公債

費が２億８，８９７万７，２４５円です。４款の予備費はゼロ円です。歳出

合計が４億９，６２７万３７０円でございます。 

 引き続きまして、新築資金の方でございます。認定第５号 平成２１年度

甲良町住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出決算についてご報告いたし

ます。 

 歳入歳出の決算額は同額で、５，７１１万５，０００円であります。歳入

決算額は５，６１１万３，４１９円です。歳出決算額が５，６０５万４，２２７

円です。歳入歳出差引残高が５万９，１９２円であります。うち翌年度繰越

財源はゼロ円で、実質残高が５万９，１９２円でございます。 

 １ページをお願いいたします。 

 まず、歳入の部でございます。県支出金５４４万３，０００円であります。２

款の繰入金１，１６７万８，０２９円です。３款の諸収入、調定が２

億１，１５９万４，５４７円に対しまして、収入済み額が３，８９３

万３，１９８円で、収入未済額は１億７，２６６万１，３４９円です。４款

の繰越金、５万９，１９２円です。歳入合計が５，６１１万３，４１９円、

収入未済額が１億７，２６６万１，３４９円であります。 

 次のページをお願いいたします。 

 歳出でございます。１款 総務費７０２万８，６４９円です。２款 公債

費４，９０２万５，５７８円です。３款の予備費はゼロ円でございます。歳

出合計が５，６０５万４，２２７円であります。 

 次に、土地取得会計でございます。認定第６号 平成２１年度甲良町土地
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取得造成事業特別会計決算についてご報告いたします。 

 歳入歳出の予算額は同額で、６００万２，０００円でございます。歳入決

算額は２８３万８，８３６円です。歳出決算額が２８３万８，８００円です。

歳入歳出差引残額が３６円で、うち翌年度繰越財源はゼロ円です。実質残高

が３６円であります。 

 １ページをお願いいたします。 

 まず、歳入の部でございます。１款 財産収入２８３万８，３００円です。２

款 繰越金が５３６円です。３款 諸収入はゼロ円です。歳入合計としまし

て２８３万８，３３６円でございます。 

 次に、歳出の部でございます。１款の公共事業用地取得事業費が２８０

万７，８００円です。２款の諸支出金が３万１，０００円です。３款 予備

費はゼロ円です。歳出合計が２８３万８，８００円であります。 

 続きまして、墓地会計でございます。認定第７号 平成２１年度甲良町墓

地公園事業特別会計決算についてご報告いたします。 

 歳入歳出の予算額は同額で、２７４万７，０００円です。歳入決算額は７４

万６１７円です。歳出決算額は６９万９２円です。歳入歳出差引残高が５

万５２５円です。うち翌年度繰越財源はゼロ円です。実質残額が５万５２５

円です。 

 １ページをお願いいたします。 

 まず、歳入の部でございます。１款の繰越金が８万４，６２５円です。２

款の使用料及び手数料が４６万円です。３款の諸収入が１万円、４款の財産

収入が３万５，９９２円です。５款の繰入金が１５万円です。６款 他会計

借入金はゼロ円です。歳入合計としまして７４万６１７円であります。 

 次に、歳出の部でございます。１款の墓地公園管理費です。２３万９２円

でございます。２款の諸支出金が４６万円です。３款 予備費はゼロ円です。

歳出合計が６９万９２円でございます。 

 続きまして、介護保険でございます。認定第８号 平成２１年度甲良町介

護保険特別会計決算についてご報告いたします。 

 歳入歳出の予算額は同額で、６億９２８万９，０００円であります。歳入

決算額は６億６３６万３，０２１円です。歳出決算額が５億９，４４７

万５，４１４円です。歳入歳出差引残高が１，１８８万７，６０７円です。

うち翌年度繰越財源はゼロ円です。実質残高が１，１８８万７，６０７円で

す。１ページをお願いいたします。 

 まず、歳入の部でございます。保険料であります。調定が９，８７４

万４，５９６円に対しまして、収入済み額が９，６２４万６，８５９円、不

納欠損額が５０万７７５円であります。収入未済額が１９９万６，９６２円
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です。２款の使用料及び手数料が９，６００円です。３款の国庫支出金が１

億３，９４７万７５０円です。４款 支払基金交付金が１億６，５４６

万３，０００円です。５款の県支出金、８，３９８万９，８７５円です。６

款 繰入金１億４８８万６，１３４円です。７款 繰越金１，６０３

万１，８９８円です。８款 諸収入１５万７，２１４円です。９款 財産収

入１０万７，６９１円です。歳入合計が６億６３６万３，０２１円、不納欠

損額が５０万７７５円です。収入未済額が１９９万６，９６２円です。 

 次に、歳出の部でございます。１款 総務費２，０５４万１，４６２円で

す。２款 保険給付費５億５，４７７万９，９２７円です。３款 地域支援

事業費が１，５５７万５，７５０円です。４款 公債費はゼロ円です。５款

 基金積立金１０万７，６９１円です。６款 諸支出金が３４７万５８０円

です。７款 高額医療合算介護サービス等費がゼロ円でございます。 

 次のページをお願いいたします。 

 予備費はゼロ円でございます。歳出合計といたしまして５億９，４４７

万５，４１４円であります。 

 認定第９号 平成２１年度甲良町後期高齢者医療事業特別会計決算につい

てご報告いたします。 

 歳入歳出の予算額は同額で、４，９０２万８，０００円であります。歳入

決算額は４，８８５万１，９６８円です。歳出決算額は４，８６４万４８５８

円です。歳入歳出差引残高が２０万７，１１０円であります。うち翌年度繰

越財源はゼロ円で、実質残額が２０万７，１１０円であります。 

 １ページをお願いいたします。 

 歳 入 の 部 で あ り ま す 。 １ 款  後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料 で ご ざ い ま

す。３，３２１万７，４８５円です。２款の使用料及び手数料が１，２００

円です。３款 繰入金１，５２７万１，１７０円、４款 繰越金２９万１２３

円、５款 諸収入はゼロ円でございます。歳入合計としまして４，８８５

万１，９６８円であります。収入未済額が５０万１０６円ございます。 

 支出をお願いいたします。１款の総務費、２６万６，０２１円、２款の後

期高齢者医療広域連合納付金が４，８３７万８，８３７円であります。３款、４

款につきましてはゼロ円でございます。歳出合計が４，８６４万４，８５８

円でございます。 

 以上で説明を終わらせていただきます。適切なご審査をいただきまして認

定賜りますよう、どうぞよろしくお願いいたします。 

○山田議長 次に、水道課課長。 

○陌間水道課長 続きまして、認定第１０号 平成２１年度甲良町水道事業会

計歳入歳出決算並びに事業報告の認定についてご説明させていただきます。 
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 まず、１ページをお願いします。 

 収入、支出につきましては決算額を中心に説明させていただきますので、

よろしくお願いします。 

 １、収益的収入および支出。 

 収入、１款 水道事業収益、決算額１億８，８３１万８，１６０円。 

 支出、１款 水道事業費、決算額１億６，３９３万３，２４２円です。 

 ３ページをお願いします。 

 ２、資本的収入および支出。 

 収入、１款 資本的収入、決算額２，７８６万５，６４０円、支出、１款

 資本的支出、決算額１億３，６８２万６，３４９円です。なお、資本的収

入額が資本的支出額に不足する額１億８９６万７０９円は、当年度消費税資

本的収支調整額１０４万４，２０２円、過年度損益勘定留保資金１，８３８

万３，７５３円、当年度損益勘定留保資金７，０４７万４，３４７円、およ

び減債積立金取崩額１，９０５万８，４０７円で補填いたしたものでござい

ます。 

 次、６ページをお願いします。 

 水道事業会計損益計算書。 

 １、営業収益から２の営業費用の差の営業利益としまして３，８７６

万９，４５９円でございます。 

 ３の営業外収益から４営業外費用の差は△の１，２７９万３，６４７円と

なり、営業利益としまして２，５９７万５，８１２円でございます。 

 ６、特別損失。 

 過年度損益修正損、△の２６３万５，３００円です。当年度純利益２，３３４

万５１２円、前年度繰越利益剰余金４，０１０万７，８０５円、当年度未処

分利益剰余金６，３４４万８，３１７円でございます。 

 次、８ページをお願いします。 

 水道事業会計剰余金処分計算書（案）でございます。先ほどの当年度未処

分利益剰余金６，３４４万８，３１７円から利益剰余金処分額を差し引きい

たしまして、翌年度繰越利益剰余金は４，４３８万９，９１０円でございま

す。 

 次、９ページをお願いします。 

 水道事業会計貸借対照表。 

 資産の部。 

 １、固定資産の合計としまして、中ほどより少し下でございますが、３３

億１，５７８万９，１７８円でございます。 

 ２、流動資産の合計としまして、３億１，１５５万５，７１２円でござい
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ます。資産の合計としまして３６億２，７３４万４，８９０円でございます。 

 次に、負債の部でございます。流動負債額の未払い金で、負債の合計とし

まして７８７万２，１７０円でございます。 

 資本の部。 

 ５、資本金の合計としまして、１４億９，９１０万１５９円でございます。 

 ６、剰余金の合計でございます。２１億２，０３７万２，５６１円でござ

います。資本合計としまして３６億１，９４７万２，７２０円でございます。

負債資本合計としまして３６億２，７３４万４，８９０円でございます。 

 次、１１ページをお願いします。 

 水道事業報告。 

 総括事項といたしまして、公共下水道事業に伴う上水道管の布設替工事を

北落地先で施工しました。また、石綿管の更新工事を行いました。石綿管の

更新工事は本年で完了しました。 

 これからの水道事業の方向といたしまして、安全で安心して利用できる安

定した水道の構築をめざす取り組みを行います。 

 ２、議会議決事項。 

 平成２０年度甲良町水道事業会計歳入歳出決算並びに事業報告の認定につ

いて、ほか１件でございます。 

 次に、１３ページをお願いします。 

 主な建設改良工事でございます。金屋池寺長寺線配水管布設替工事第２工

区の工事、以下４件の工事を行いました。 

 続きまして、業務量でございます。 

 年度末給水人口、２１年度７，９１４人でございます。年間配水量としま

して１０１万４，４８４立方メートルでございます。年間有収水量としまし

て９１万９，３２７立方メートルでございます。有収率は９１．７９％でご

ざいます。 

 次に１５ページをお願いします。 

 事業収入に関する事項、行の一番最後でございます。給水タンカー１立方

メートル当たり１６４．３円でございます。 

 ３、事業費用に関する事項。 

 給水タンカーでございますが、１立方メートル当たり１６５．８円でござ

います。 

 次、１７ページをお願いします。 

 ４、企業債および一時借入金。 

 企業債、前年度末残高１３億７，９６６万２，９２４円に、本年度借入額

と本年度償還額を差し引きいたしまして、本年度残額１２億９，０７９
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万１，８５２円でございます。 

 以上で説明を終わらせていただきます。適切なご審査をいただきましてご

承認賜りますよう、よろしくお願いします。 

○山田議長 説明が終わりましたので、ここでお昼の休憩といたします。 

 再開は１時３０分より再開させていただきます。 

（午後 ０時１５分 休憩） 

（午後 １時３５分 再開） 

○山田議長 それでは、休憩前に引き続きまして、会議を再開いたします。 

 質疑に先立ちまして、監査委員の木村議員から、平成２１年度甲良町各会

計歳入歳出決算審査の報告を求めます。 

 木村議員。 

○木村議員 それでは、平成２１年度甲良町会計歳入歳出決算審査意見書を報

告させていただきます。 

 甲良町長 北川豊昭様。 

 甲良町議会議長 山田壽一様。 

 地方自治法第２３３条第２項の規定により、平成２１年度甲良町一般会計

及び特別会計、企業会計、歳入歳出決算ならびに関係帳簿、証拠書類を審査

した結果、その意見は下記のとおりである。 

 審査の概要。 

 （１）期日、平成２２年７月２１日、２２日、２７日。 

 （２）場所、甲良町役場２階議員控室でございます。 

 （３）審査の対象、①甲良町一般会計、②甲良町国民健康保険特別会計、

③甲良町後期高齢者医療事業特別会計、④甲良町老人保健医療事業特別会計、

⑤甲良町下水道事業特別会計、⑥甲良町住宅新築資金等貸付事業特別会計、

⑦甲良町土地取得事業造成事業特別会計、⑧甲良町墓地公園事業特別会計、

⑨甲良町介護保険特別会計、⑩甲良町水道事業会計、以上１０会計で、その

決算は次のとおりである。 

 一般会計。 

 歳入決算額は４１億８，８５９万円、歳出決算額は４０億５，７１４

万９，０００円で、差引残高は１億３，１４４万１，０００円となり、この

うち平成２２年度へ繰り越した事業に要する財源６，６６３万７，０００円

を差し引くと、実質残額は６，６８０万４，０００円の黒字で翌年度へ繰り

越した。 

 （１）歳入。 

 歳入決算額は４１億８，８５９万円で、前年度と比べて７億４，７０１

万８，０００円の増となっているが、主には国庫支出金、県支出金、繰越金
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の増によるものである。歳入決算における自主財源構成費は２９．４％と前

年度と比べて５．４ポイントも低くなっている。これは町税の減によるもの

である。 

 自主財源の増減確保は困難であることから、税や使用料を確実に徴収する

ことと、課税漏れをなくすことを徹底し、収入確保に最大限努力をされたい。 

 収 入 未 済 額 、 滞 納 の 状 況 を 見 る と 、 町 税 は 不 納 欠 損 処 分 を ３ １ ３

万６，０００円にして５，２５１万１，０００円で、１５８万６，０００円

の減。 

 保育料等は２３３万８，０００円で、１３０万２，０００円の大幅増。 

 幼稚園使用料は、３万３，０００円で９，０００円の減。 

 住宅使用料は２，０９１万４，０００円で、１５０万２，０００円の増。 

 不動産売払収入は８５万円で、前年度同額。 

 学校・園給食費は２９万５，０００円で、５万４，０００円の増。 

 児童クラブ利用料は２２万円で皆増。 

 合わせると７，７１４万６，０００円となり、前年度と比べて１４６

万８，０００円増えている。 

 全体として滞納額が増加の傾向であるため、より一層徴収努力をされたい。

不納欠損処分については、滞納額の内金をさせる、強制執行を行うなどして

極力時効の中断をしてから処分をされたい。特に保育料の滞納額が大幅に増

額している。理由を聞くと、収入不可能なところもあるようなので、法に基

づいて適切な処分をされたい。 

 町税の過年度分の徴収率が２４．３％と昨年より１０．３％も上がってい

る。このように昨年１０月から発足の共同徴収チームによる成果は目に見え

て上がってきている。今後は共同徴収チームが解散しても、そのノウハウを

発揮できるよう、町としてシステムを構築すること。また、口座引き落とし

等不納時に即時対応できるような体制の確立を図り、滞納理由や課題の分析

を的確に行い、すばやく対応し、法に基づいた滞納整理を果敢に執行された

い。 

 唯一の自主財源がこのままでは予算を組むことが困難になることが予想さ

れるため、引き続き増収に努められたい。 

 （２）歳出。 

 歳出決算額は、４０億５，７１４万９，０００円で、前年度と比べて７

億７，２９７万６，０００円の増となっているが、主には民生費、農林水産

業費の増によるものある。 

 予算額に対する執行額は９４．１％であるが、翌年度へ繰り越して事業を

執行する繰越明許費繰越額６，６６７万３，０００円を控除した執行率
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は９５．７％である。普通会計ベースによる公債費比率は１２．０％と前年

度より２．９ポイント高くなり、地方債許可制限比率は４．６％と前年度よ

り０．３ポイント高くなり、地方債現在高比率は１６６．５％と前年度よ

り３．８ポイント低くなった。この地方債現在高比率が２００％を切ったの

は平成１９年度からで、繰上償還を積極的にした結果である。 

 財政構造の弾力性を示す経常収支比率は９４．９％で、前年度と比べ

て３．０ポイント高くなったが、三位一体改革による影響も大きく、財政の

硬直化が進んでいると言わざるを得ない。 

 平成２０年１０月策定の甲良町財政健全化計画に基づき、議論や協議を徹

底し、人件費の削減や不要不急の事業見直し等による歳出削減および未収金

対策による収入の確保に職員が一丸となって取り組み、今後も経常経費の抑

制に努められたい。 

 職員手当のうち、特に扶養手当については申請書類を再確認して、支給が

適切であったか再検討をするとともに、不適切であれば直ちに是正措置をと

ること、また、他の手当についても再度精査し適正に処理されるよう求める。 

 ３、特別会計・企業会計。 

 （１）国民健康保険特別会計。 

 本会計決算額は、歳入が９億４，７１９万５，０００円、歳出が９

億１，６６１万９，０００円、差し引き３，０５７万６，０００円の残額は

翌年度へ繰り越した。 

 この会計は、平成２０年度より後期高齢者医療制度創設および退職者医療

制度退職者年齢が変更され、大きく制度改正されたことにより激変した。ま

た保健事業も制度改正により国保加入者に対して行うこととなったため、受

診率が低くなった。保健福祉課と連携し、病気の早期発見、早期治療、多重

受診者への訪問や日常生活での健康づくりを支援し、医療費の適正化および

抑制に努めることを期待する。 

 なお、国民健康保険税において収入未済額（滞納）は、不納欠損額の３０７

万７，０００円を除いても４，９８８万８，０００円となっている。今後も

厳しい対応と実効ある滞納整理を求める。 

 （２）後期高齢者医療事業特別会計。 

 本会計決算額は、歳入が４，８８５万２，０００円、歳出が４，８６４

万５，０００円、差し引き２０万７，０００円の残額は翌年度へ繰り越した。 

 本会計は、平成２０年度より老人保健制度にかわり後期高齢者医療制度が

新たに始まり、対象者は７５歳以上のすべての方および６５歳以上で一定の

障害のある方である。保険料は滋賀県後期高齢者医療広域連合が決定し、市

町が徴収する。納付方法は、年金天引きの特別徴収と口座振替などの普通徴
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収のある新規特別会計である。 

 収入未済額は５０万で、２３万１，０００円増加している。滞納整理は初

期対応が重要であり、増加しないよう十分納付義務を理解してもらうととも

に、徴収に努められたい。 

 （３）老人保健医療事業特別会計。 

 本会計決算額は、歳入が４０９万８，０００円、歳出が４０９万円、差し

引き８，０００円の残額は翌年度へ繰り越した。 

 本会計は平成２０年度より国民健康保険会計、後期高齢者医療会計へ移行

され、過年度分の追加交付金と第三者行為による損害賠償金（２件）の清算

とのことであった。平成２２年度末をもって終了するとのことであった。 

 （４）下水道事業特別会計。 

 本会計決算額は、歳入が４億９，８３２万５，０００円、歳出が４

億９，６２７万円、差し引き２０５万５，０００円の残額は翌年度へ繰り越

した。 

 使用料及び分担金において、収入未済額（滞納）が１，７９６万２，０００

円となり、前年に比べて２５２万円増えた。内金の処理をするなどして時効

中断の措置を執り、確実な徴収事務を執行されたい。 

 平成２０年度で面整備はほぼ完成したことから、今後は管理に重点が移る

こととなる。下水道の普及率が９９．１％に比べ、水洗化率が５４．６％と

低いことから、引き続き水洗化率の向上対策の検討を図られたい。 

 （５）住宅新築資金等貸付事業特別会計。 

 本会計決算額は、歳入が５，６１１万３，０００円、歳出が５，６０５

万４，０００円、差し引き５万９，０００円の残額は翌年度へ繰り越した。 

 収入未済額（滞納）は１億７，２６６万１，０００円で、１７３万９，０００

円増加している。また、収納率が落ちた理由を分析し、例年並みの収納率を

確保するように努力すること。 

 不景気や償還者の高齢化等の理由で償還が思うようにいかないと思うが、

今まできっちり返済している方々のことを考えると、滞納をこのまま放置す

ることは許されないことである。今後は法的措置をとる時期を検討するなど、

創意工夫して滞納に歯どめをかけるべきである。 

 （６）土地取得造成事業特別会計。 

 本会計決算額は、歳入が２８３万９，０００円、歳出が２８３万９，０００

円、差し引き３６円の残額は翌年度へ繰り越した。 

 呉竹３カ所２，３０５．７５平米を処分したが、残る土地についても早急

に処分をし、土地代金の回収と固定資産税の賦課に努められたい。 

 未処分の町有地については、地籍調査業務と連携し現況把握を行うととも
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に、管理の強化を図り、現状の回復・改善に努められたい。 

 （７）墓地公園事業特別会計。 

 本会計決算額は、歳入が７４万１，０００円、歳出が６９万円、差し引き５

万１，０００円の残額は翌年度へ繰り越した。現在整備された墓地３９６基

中、現在１９０基の処分で、その率４８．０％であり、少しでも早期に処分

がされるように望む。 

 また、永代使用促進事業補助金（墓地移転補助金）の利用者が少ないので、

今後も広く住民にＰＲして販売の促進を図ること。 

 （８）介護保険特別会計。 

 本会計決算額は、歳入が６億６３６万３，０００円、歳出が５億９，４４７

万５，０００円、差し引き１，１８８万８，０００円の残額は翌年度へ繰り

越した。 

 認定者数は前年度より２７人増えていて、居宅介護サービス費は１４．３％

の増となっている。今後も認定者が減ることは考えられないことから、筋力

向上トレーニング、転倒防止教室、せせらぎサロン等の介護予防事業に積極

的に参加を呼びかけ、介護給付費の抑制に努められたい。 

 収入未済額（滞納）は１１９万７，０００円で、前年に比べると２

万３，０００円減っている。保険料が増加する可能性が高いため、きめ細か

に訪問し、納付義務を理解してもらうとともに徴収に努められたい。 

 （９）水道事業会計。 

 本会計決算の損益計算書において、収入の営業収益は１億６，１７５

万６，０００円、営業外収益は１，８６２万円、支出の営業費用は１

億２，２９８万６，０００円、営業外費用は２，１４１万４，０００円、水

道料滞納料の不納欠損を特別損失として２６３万５，０００円、差し引

き２，３３４万１，０００円は当年度純利益となり、前年度繰越利益剰余

金４，０１０万８，０００円を合わせると、当年度未処分利益余剰金

は６，３４４万８，０００円になる。そのうち減債基金に１，９０５

万８，０００円を処分することから、翌年度繰越利益剰余金は４，４３９万

円となる。 

 石綿管の更新が平成２１年度完了したことにより、有収率は９１．７９％

であった。漏水件数も減少し、水道水の安定した供給に取り組むことができ

た。今後もその努力を怠らず、不正取水の再発防止に最善を尽くされたい。 

 収入未済額（滞納）は４，９２０万７，０００円で、不納欠損額を引いて

も前年度に比べて１８６万円増えている。今後も徴収体制をしっかり組み、

悪質滞納者へは給水停止処分も含めて厳しい対応を求める。また、使用料が

減少傾向にあることから、経常経費の抑制に努められたい。 
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 ４、結論。 

 平成２１年度甲良町一般会計および各特別会計の歳入歳出決算について審

査した結果、決算の計数は正確であり、予算の執行および財産の管理につい

てはおおむね適正に処理されていると認められた。 

 また、各基金の運用状況を示す書類の計数については、関係諸帳簿および

証拠書類と付合しており、誤りのないものと認められた。国の三位一体改革

や県の財政危機回避のための構造改革により厳しい収入不足に見舞われたが、

事務事業の見直しや経費の削減に努められたことは評価したい。 

 町の将来像とする「心かよい、人がきらめく、せせらぎ遊園のまち 甲良」

をめざし、まちづくり施策、子育て支援センターの充実、農業振興施策、教

育・文化施策、環境施策、安心安全のまちづくり等において成果を上げてき

た。 

 しかし、脆弱な財政基盤で、自主財源に乏しく、多くは依存財源に頼って

いる。中でも地方債の現在高は総額９８億９，４０３万２，０００円で、前

年比１億２，７０４万１，０００円の減額になったが、依然として多くの借

金を抱えている。 

 今後も危機感を持って行財政運営のスリム化に向け努力し、義務的経費の

抑制に努められたい。 

 また、徴収金の滞納状況は、前年度より１，０５９万１，０００円増え、３

億６，９３７万７，０００円となった。累計額は毎年最高額を塗りかえてい

る。 

 滞納については、収納率が大幅に落ち滞納額が増えている。原因として、

景気の低迷、生活が厳しい等など考えられる。滞納徴収は税務課の共同徴収

チームのノウハウを関係職員に伝授し、町として体制を確立し、原因の解明、

滞納整理を実行すべきである。 

 なお、特別会計への助成金、出資金、操出金については、各会計の目的を

十分勘案の上、各会計ごとに独立採算がとれるように指導し、的確に処理す

ること。 

 この財政危機を回避するために、平成２０年１０月に策定した甲良町財政

健全化計画に沿って職員が一丸となって町政全般にわたり合理化と経費の節

減に努め、事業の執行に当たってむだのないように行われることを切望して、

平成２１年度決算審査の結びとする。 

 識見監査委員 上田勝。 

 議会代表監査委員 木村修。 

 以上でございます。 

○山田議長 決算審査の報告が終わりましたので、ただいま議題となっており
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ます認定第１号から第１０までの１０議案につきまして質疑を許します。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○山田議長 ないようですから、これで質疑を終わります。 

 お諮りいたします。 

 ただいま議題となっております認定第１号から認定第１０号までの１０議

案につきましては、議会規則第３９条第１項の規定によりまして、お手元に

配布いたしておきました議案付託表のとおり、所管の常任委員会に付託いた

したいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○山田議長 異議なしと認めます。 

 よって、そのように決定いたしました。 

 次に、日程第１６ 議案第３９号を議題といたします。 

 議案を朗読させます。 

 局長。 

○大橋事務局長 議案第３９号 琵琶湖東北部広域市町村圏協議会の廃止につ

き、議決を求めることについて。 

 琵琶湖東北部広域市町村圏協議会を平成２２年９月３０日をもって廃止す

ることにつき、関係地方公共団体が協議することについて、地方自治法

第２５２条の６の規定により議会の議決を求める。 

 上記の議案を提出する。 

 平成２２年９月７日。 

 甲良町長。 

○山田議長 本案に対する提案説明を求めます。 

 企画監理課長。 

○米田企画監理課長 議案第３９号 琵琶湖東北部広域市町村圏協議会の廃止

につき、議決を求めることについて。 

 当協議会を平成２２年９月３０日をもって廃止することにつき、関係地方

公共団体が協議することについて、地方自治法の定めによりまして議会の議

決を得るものでございます。 

 提案の理由といたしまして、琵琶湖東北部広域市町村圏協議会の設置根拠

となる広域行政圏計画策定要綱が平成２２年３月３１日をもって廃止される

こと、および当該協議会が地域振興を図る当初の役割を終えたものと判断さ

れたため、この案を提出するものでございます。よろしくお願いいたします。 

○山田議長 説明が終わりましたので、質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 
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○山田議長 ないようですから、これで質疑を終わります。 

 次に、日程第１７ 議案第４０号を議題といたします。 

 議案を朗読させます。 

 局長。 

○大橋事務局長 議案第４０号 甲良町特別職の職員で非常勤のものの報酬お

よび費用弁償に関する条例の一部を改正する条例。 

 上記の議案を提出する。 

 平成２２年９月７日。 

 甲良町長。 

○山田議長 本案に対する提案説明を求めます。 

 保健福祉課参事。 

○中川保健福祉課参事 議案第４０号 甲良町特別職の職員で非常勤のものの

報酬および費用弁償に関する条例の一部を改正する条例についてご説明申し

上げます。 

 甲良町特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例

（昭和３１年条例第７号）の一部を次のように改正することについてお願い

するものです。 

 別表中「甲良町地域住宅計画策定委員 日額５，５００円」の次に、「甲良

町要保護児童対策地域協議会委員 日額５，５００円」を加える。 

 付則。 

 この条例は、平成２２年１０月１日から施行する。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

○山田議長 説明が終わりましたので、質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○山田議長 ないようですから、これで質疑を終わります。 

 次に、日程第１８ 議案第４１号を議題といたします。 

 議案を朗読させます。 

 局長。 

○大橋事務局長 議案第４１号 甲良町税条例の一部を改正する条例。 

 上記の議案を提出する。 

 平成２２年９月７日。 

 甲良町長。 

○山田議長 本案に対する提案説明を求めます。 

 税務課長。 

○建部税務課長 議案第４１号 甲良町税条例の一部を改正する条例について

ご説明申し上げます。 
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 次の１ページをお願いいたします。 

 改正の主な理由といたしまして、地方税法の一部改正に伴い、個人の町民

税に係る給与所得者および公的年金等受給者の扶養親族申告の提出に係るも

の、町たばこ税の税率改正と所要の改正を行うものでございます。 

 それでは、甲良町税条例の一部改正の主な内容につきましてご説明申し上

げます。 

 第１９条につきましては、納期限後に納付し、または納入する税金または

納入金に係る延滞金に関する条文でございますが、改正内容につきましては、

地方税法の改正に伴う引用条項のずれとなるものと、同条第２項については、

町長がやむを得ない理由があると認める場合は規則で定めるところにより延

滞金を減免することができる減免規定を新たに定めたものでございます。 

 第３１条につきましては、均等割の税率の関係条文でございますが、改正

内容につきましては、地方税法の改正に伴う引用条項のずれでございます。 

 次の第３６条の３の２、個人の町民税に係る給与所得者の扶養親族申告書

の条項ですが、改正内容といたしまして、条文追加となるものでございます。 

 個人住民税の非課税限度額制度等に活用するため、年少扶養控除の廃止後

も現行と同様に市町村が扶養親族に関する事項を把握できるよう、給与所得

者について扶養親族に係る情報収集の規定を定めるものでございます。 

 ２ページをお願いいたします。 

 第３６条の３の３、個人の町民税に係る公的年金等受給者の扶養親族申告

書の関係条文ですが、改正内容といたしまして、これについても条文追加と

なるものでございます。 

 第３６条の３の２と同じく、扶養情報に係る情報収集の規定を定めるもの

でございます。 

 ３ページ、お願いいたします。 

 第４８条につきましては、法人の町民税の申告納付の条項および次の

第５０条、法人の町民税に係る不足税額の納付の手続きの条項ですが、改正

内容は、いずれも地方税法の改正に伴う引用条項のずれ等となるものでござ

います。 

 ４ページをお願いいたします。 

 第５４条は、固定資産税の納税義務者等の条項でございますが、改正内容

といたしまして、地方自治法の改正による地方開発事業団の廃止に伴う該当

部分の削除でございます。 

 続きまして、第９５条は、たばこ税の税率の関係でございますが、改正内

容といたしまして、１，０００本当たり３，２９８円が４，６１８円に引き

上げとなるものでございます。 



－39－ 

 次の、付則第１６条の２、たばこ税の税率の特例につきましては、旧３級

品のたばこ税率の引き上げですが、１，０００本当たり１，５６４円

が２，１９０円の引き上げとなるものです。 

 次の付則第１９条の３は、非課税口座内上場株式等の譲渡に係る町民税の

所得計算の特例の条項でございますが、改正内容といたしましては、平成２４

年から実施される上場株式等に係る税率の２０％本則税率化に合わせて非課

税口座内の少額上場株式等に係る配当所得および譲渡所得等の非課税措置を

導入するものでございます。 

 ５ページをお願いいたします。 

 改正付則関係の第１条につきましては、それぞれの施行期日を定めたもの

でございます。 

 第２条関係につきましては、個人の町民税に関する経過措置を定めたもの

でございます。 

 ６ページをお願いします。 

 第３条につきましては、たばこ税に関する経過措置となるもので、指定日、

平成２２年１０月１日前に課すべきであったたばこ税の効力規定によるもの、

第２項以降につきましては手持ち品課税の関係を定めたものでございます。 

 よろしくご審議賜りますよう、お願いいたします。 

○山田議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。 

 質疑はありませんか。 

 西澤議員。 

○西澤議員 ９番 西澤です。 

 付則の第１９条の３についてお尋ねをいたします。 

 従来から住民税が２０％の税率から１０％の本則に、おととしだったと思

いますが、戻されました。それに基づいてここにあります上場株式の譲渡に

関する町民税の計算で、本則に戻さず現在１０％だというように思いますが、

それが平成２４年から本則の２０％に戻る。それに合わせた今回の改正だと

いうことなんでしょうか。現在の状況と改正される内容について再度ご説明、

私の理解でそれでいいのかどうかも含めてお願いいたします。 

○山田議長 税務課長。 

○建部税務課長 特例措置として２１年度、２２年度、２３年度は住民税３％、

所得税７％の計１０％になっておりました。そのことが２４年度から２０％

に変わるよう改正があったものでございます。 

○山田議長 西澤議員。 

○西澤議員 少額口座内の取引だけに限っては非課税にすると。ここの資料に

ありました制度の概要にありますように、新規の投資で１００万限度、そし
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て、最大で３００万、最長１０年間、途中の売却は可であると。その口座内

の取引については一切非課税にする。その２０％に戻すかわりに、その部分

については非課税とすると。つまり１０％にもかからないということなんで

すね。そのことについて確認のためよろしくお願いします。 

○山田議長 税務課長。 

○建部税務課長 そのとおりでございます。 

○山田議長 ほかに質疑はございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○山田議長 ないようですから、これで質疑を終わります。 

 次に、日程第１９ 議案第４２号を議題といたします。 

 議案を朗読させます。 

 局長。 

○大橋事務局長 議案第４２号 甲良町職員の育児休業等に関する条例の一部

を改正する条例。 

 上記の議案を提出する。 

 平成２２年９月７日。 

 甲良町長。 

○山田議長 本案に対する提案説明を求めます。 

 総務課参事。 

○陌間総務課参事 議案第４２号 甲良町職員の育児休業等に関する条例の一

部改正についてご説明を申し上げます。 

 次のページをお願いいたします。 

 第２条は、育児休業をすることができない職員の定めでございまして、非

常勤職員等の号番号の削除に伴います条文の整備でございます。 

 第２条の２につきましては、配偶者の出産後、男性職員が育児休業を取得

できる期間を５７日間とする条文の追加でございます。 

 第３条は、見だしを育児休業法第第２条第１項ただし書きの条例で定める

特別の事情に改め、第５条の改正に伴います規定の整備でございます。 

 第５条は、育児休業の承認の取り消し事由の定めでございまして、職員以

外の子の親が常にその子を養育できるようになった場合でも育児休業の取り

消し事由には当たらないという改正でございます。 

 第９条は、育児短時間勤務をすることができない職員の定めでございまし

て、第２条の改正と同様でございます。 

 第１０条は、育児短時間勤務の終了後、再度育児短時間勤務ができる特別

の事情の定めでございまして、第１３条の改正に伴います条文の整備でござ

います。 
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 第１３条は、育児短時間勤務の承認の取り消し事由の定めでございまして、

職員が育児短時間勤務により子を養育している時間に職員以外の子の親がそ

の子を養育できるようになった場合でも取り消し事由には当たらないとする

改正でございます。 

 第１９条は、部分休業をすることができない職員の定めでございまして、

職員の配偶者の就業の有無や育児休業の取得の有無にかかわらず部分休業を

することができるとする改正および規定の整備でございます。 

 第２０条は、部分休業の承認の定めでございまして、文言の整理を行うも

のでございます。 

 付則としまして、この条例は、平成２２年１０月１日から施行するもので

ございます。 

 以上、よろしくお願いします。 

○山田議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○山田議長 ないようですから、これで質疑を終わります。 

 次に、日程第２０ 議案第４３号を議題といたします。 

 議案を朗読させます。 

 局長 議案第４３号 甲良町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部

を改正する条例。 

 上記の議案を提出する。 

 平成２２年９月７日。 

 甲良町長。 

○山田議長 本案に対する提案説明を求めます。 

 総務課参事。 

○陌間総務課参事 議案第４３号 甲良町職員の勤務時間、休暇等に関する条

例の一部改正についてご説明申し上げます。 

 次のページをお願いいたします。 

 第８条の３は、育児または介護を行う職員の深夜勤務および時間外勤務の

制限の定めでございまして、第２項で３歳に満たない子のある職員が養育す

るために請求した場合には、特別な場合を除き時間外勤務等をさせてはなら

ない規定を新設するものでございます。 

 また、第３項から第５項につきましては、第２項の新設に伴います項番号

および引用規定の整理でございます。 

 付則といたしまして、この条例は平成２２年１０月１日から施行するもの

でございます。 
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 以上、よろしくお願いします。 

○山田議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○山田議長 ないようですから、これで質疑を終わります。 

 次に、日程第２１ 議案第４４号を議題といたします。 

 議案を朗読させます。 

 局長。 

○大橋事務局長 議案第４４号 甲良町消防団員等公務災害補償条例の一部を

改正する条例。 

 上記の議案を提出する。 

 平成２２年９月７日。 

 甲良町長。 

○山田議長 本案に対する提案説明を求めます。 

 総務課参事。 

○陌間総務課参事 議案第４４号 甲良町消防団員等公務災害補償条例の一部

改正についてご説明を申し上げます。 

 次のページをお願いいたします。 

 付則第５条第７項は、消防団員等に係る損害補償と児童扶養手当等との給

付の調整を図るための定めでございまして、あらたに父子家庭にも児童扶養

手当が支給されるよう法が改正されたのに伴いまして、児童扶養手当法を引

用している付則の文言を整理するものでございます。 

 付則といたしまして、この条例は、公布の日から試行し、平成２２年８月１

日から適用するものでございます。 

 以上、よろしくお願いします。 

○山田議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○山田議長 ないようですから、これで質疑を終わります。 

 次に、日程第２２ 議案第４５号を議題といたします。 

 議案を朗読させます。 

 局長。 

○大橋事務局長 議案第４５号 町道の認定について。 

 上記の議案を提出する。 

 平成２２年９月７日。 

 甲良町長。 
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○山田議長 本案に対する提案説明を求めます。 

 建設課長。 

○若林建設課長 議案第４５号 町道認定について説明申し上げます。 

 道路法第８条第２項の規定により、次のとおり町道の認定をお願いするも

のでございます。 

 認定路線については別紙にて説明をさせていただきます。 

 路線番号３７８、路線名、小川原防災ステーション線、起点は大字小川原

字早刈９０７番地９、終点は大字小川原字道方１４８９番地、幅員は最大が８

メートル、最小が７メートル、延長は１１５メートルでございます。 

 続きまして、路線番号３７９、路線名、尼子二丁田線、起点は大字尼子字

二丁田４０８番地の９、終点は大字尼子字二丁田４０８番地の１４、幅員は

最大が８メートルで、最小は６メートルでございます。延長は５２．４５メ

ートルでございます。 

 続きまして、路線番号３８０、路線名、金屋交流村線、起点は大字金屋川

狭１５７２番地、終点は大字金屋川狭１５６５番地、幅員は最大９メートル、

最小６メートル、延長は１２２．９７メートルでございます。 

 以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○山田議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○山田議長 ないようですので、これで質疑を終わります。 

 ここで、１０分間トイレ休憩をさせていただきます。２時半から再開いた

したいと思います。 

（午後 ２時２０分 休憩） 

（午後 ２時３０分 再開） 

○山田議長 それでは、休憩前に引き続きまして、会議を再開いたします。 

 次に、日程第２３ 議案第４６号を議題といたします。 

 議案を朗読させます。 

 局長。 

○大橋事務局長 議案第４６号 平成２２年度甲良町一般会計補正予算（第２

号）。 

 上記の議案を提出する。 

 平成２２年９月７日。 

 甲良町長。 

 本案に対する提案説明を求めます。 

 総務課長。 
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○山本総務課長 それでは、議案第４６号 平成２２年度甲良町一般会計補正

予算（第２号）についてご説明申し上げます。 

 お開きをいただきたいと思います。 

 今回の補正につきましては、１億４，０６０万３，０００円を追加いたし

まして、歳入歳出予算の総額を３７億４，７３３万２，０００円にお願いす

るものでございます。その内容につきましては、第１表 歳入歳出予算補正

で、地方債の補正は第２表で説明をいたします。 

 それでは、１ページをお願いいたします。 

 第１表 歳入歳出予算補正、歳入、８款 地方特例交付金、補正額１６１

万７，０００円の減額、９款 地方交付税８，９４０万円の追加、１３款 国

庫支出金３，５３２万３，０００円の追加、１４款 県支出金２，０５８

万３，０００円の追加、１５款 財産収入２，９７１万３，０００円の追

加、１６款 寄付金３００万円の追加、１８款 繰越金２，４０７万５，０００

円の追加、１９款 諸収入５２万７，０００円の減額、２０款 町債５，９３４

万７，０００円の減額、歳入合計、補正前予算額３６億６７２万９，０００

円に１億４，０６０万３，０００円を追加し、補正後予算額を３７億４，７３３

万２，０００円にお願いするものでございます。 

 ３ページ、歳出です。１款 議会費、補正額４３万円の追加、２款 総務

費１４３万円の減額、３款 民生費４，０２５万６，０００円の追加、４款

 衛生費２２６万円の減額、６款 農林水産業費５，８１８万８，０００円

の追加、７款 商工費１７３万７，０００円の追加、８款 土木費１，６３３

万１，０００円の追加、９款 消防費３５１万円の追加、１０款 教育

費２，８２４万１，０００円の追加、１２款 公債費４４０万円の減額、歳

出合計につきましては歳入合計と同じでございます。 

 続きまして、６ページの方をお願いいたします。 

 第２表 地方債補正でございます。 

 臨時財政対策債、補正前３億１，９００万円、補正後２億５，９６５

万３，０００円、５，９３４万７，０００円の減額をいたしまして、限度額

の合計でございますけれども、補正後４億１，９１５万３，０００円にお願

いするものでございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○山田議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○山田議長 ないようですから、これで質疑を終わります。 

 お諮りいたします。 

 ただいま議題となっております議案第４６号につきましては、会議規則
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第３９条第１項の規定によりまして、お手元に配布いたしておきました議案

付託表のとおり、所管の常任委員会に付託いたしたいと思いますが、これに

ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○山田議長 異議なしと認めます。 

 よって、そのように決定いたしました。 

 次に、日程第２４ 議案第４７号を議題といたします。 

 議案を朗読させます。 

 局長。 

○大橋事務局長 議案第４７号 平成２２年度甲良町老人保健医療事業特別会

計補正予算（第１号）。 

 上記の議案を提出する。 

 平成２２年９月７日。 

 甲良町長。 

○山田議長 本案に対する提案説明を求めます。 

 保健福祉課参事。 

○中川保健福祉課参事 それでは、議案第４７号 平成２２年度甲良町老人保

健医療事業特別会計補正予算（第１号）についてご説明申し上げます。 

 今回、規定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ９９万３，０００

円を追加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ４２４万５，０００円とする補

正をお願いするものです。 

 それでは、第１表 歳入歳出予算補正でご説明申し上げますので、１ペー

ジをご覧ください。 

 歳入の部、４款 繰入金、補正額９８万６，０００円の追加、５款 繰越

金７，０００円の追加、歳入合計を補正前３２５万２，０００円に、今回９９

万３，０００円の追加をお願いし、補正後予算額を４２４万５，０００円と

お願いするものでございます。 

 次に、２ページをご覧ください。 

 歳出の部、３款 諸支出金、補正額９９万３，０００円の追加、歳出合計

は歳入合計と同額でございます。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

○山田議長 説明が終わりましたので、これより質疑を許します。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○山田議長 ないようですから、これで質疑を終わります。 

 次に、日程第２５ 議案第４８号を議題といたします。 
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 議案を朗読させます。 

 局長。 

○大橋事務局長 議案第４８号 平成２２年度甲良町介護保険特別会計補正予

算（第１号）。 

 上記の議案を提出する。 

 平成２２年９月７日。 

 甲良町長。 

○山田議長 本案に対する提案説明を求めます。 

 保健福祉課参事。 

○中川保健福祉課参事 議案第４８号 平成２２年度甲良町介護保険特別会計

補正予算（第１号）についてご説明申し上げます。 

 今 回 既 定 の 歳 入 歳 出 予 算 の 総 額 に 、 歳 入 歳 出 そ れ ぞ れ １ ， ２ １ ３

万３，０００円を追加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ６億１，６９３

万４，０００円とする補正をお願いするものです。 

 それでは、第１表 歳入歳出補正予算によりご説明を申し上げます。 

 １ページをご覧ください。 

 歳入の部、４款 支払基金交付金、補正額３０４万６，０００円の追加、６

款 繰入金、補正額２０万円の追加、７款 繰越金、補正額８８８万７，０００

円の追加、歳入合計を補正前６億４８０万１，０００円に、今回１，２１３

万３，０００円の追加をお願いし、補正後の額を６億１，６９３万４，０００

円とお願いするものでございます。 

 次に、２ページをご覧ください。 

 歳出の部でございます。１款 総務費 補正額２０万円の追加、６款 諸

支出金、補正額１９３万１，０００円の追加、８款 予備費 １，０００

万２，０００円の追加、歳出合計は歳入合計と同額でございます。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

○山田議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○山田議長 ないようですから、これで質疑を終わります。 

 次に、日程第２６ 議案第４９号を議題といたします。 

 議案を朗読させます。 

 局長。 

○大橋事務局長 議案第４９号 平成２２年度甲良町後期高齢者医療事業特別

会計補正予算（第１号）。 

 上記の議案を提出する。 



－47－ 

 平成２２年９月７日。 

 甲良町長。 

○山田議長 本案に対する提案説明を求めます。 

 保健福祉課参事。 

○中川保健福祉課参事 議案第４９号 平成２２年度甲良町後期高齢者医療事

業特別会計補正予算（第１号）についてご説明申し上げます。 

 今回、既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ１５４万９，０００

円を追加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ５，１７４万９，０００円とす

る補正をお願いするものでございます。 

 それでは、第１表 歳入歳出予算補正によりご説明申し上げます。 

 １ページをご覧ください。 

 歳入の部、３款 繰入金、補正額６８万３，０００円の追加、４款 繰越

金２０万６，０００円の追加、５款 諸収入６６万円の追加、歳入合計を補

正前５，０２０万円に、今回１５４万９，０００円の追加をお願いするもの

でございます。 

 次に、２ページをご覧ください。 

 歳出の部、１款 総務費、補正額３５万円の追加、２款 後期高齢者医療

広域連合納付金５０万９，０００円の追加、３款 諸支出金６９万円の追加、

歳出合計は歳入合計と同額でございます。 

 以上、よろしくお願い申し上げます。 

○山田議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○山田議長 ないようですから、これで質疑を終わります。 

 次に、日程第２７ 諮問第１号を議題といたします。 

 議案を朗読させます。 

 局長。 

○大橋事務局長 諮問第１号 人権擁護委員候補者の推薦につき、意見を求め

ることについて。 

 上記の議案を提出する。 

 平成２２年９月７日。 

 甲良町長。 

○山田議長 本案に対する提案説明を求めます。 

 北川町長。 

○北川町長 それでは、人権擁護委員候補者の推せんについてご説明を申し上

げます。 
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 推せん理由、住所、下之郷１５７５番地、氏名、上野初子氏、生年月日、

昭和３１年７月２４日生まれ。 

 今回、擁護委員に推せんする上野初子氏は、長年教職員として勤務され、

甲良東小学校を最後に退職をされました。特に東小学校勤務時は、障害を持

った子どもたちの教育に力を注がれました。町婦人会の会長、平成１１年度

でございます、の要職にもつかれ、現在、甲良西小学校の心のオアシス相談

員として、また民生児童委員会の主任児童委員、ひとり親家庭福祉推進委員、

次世代育成支援対策地域協議会委員として地域の発展や教育の振興、福祉の

向上等について、幅広く、熱心に取り組んでいただいているところでござい

ます。 

 このたび、阪東祥久氏の任期満了に伴い、後任として人格、識見高く、広

く社会の実情に通じ、人権擁護について理解のある、また女性としての観点

からの活動が期待できる上野初子氏を人権擁護委員としてお願いするもので

す。任期は平成２３年１月１日から平成２６年１２月３１日までです。よろ

しくお願い申し上げます。 

○山田議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。 

 質疑はございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○山田議長 ないようですから、これで質疑を終わります。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○山田議長 ないようですから、これで討論を終わります。 

 これより、諮問第１号を採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 本案候補者を適任者と認めることに賛成の方はご起立願います。 

（賛成者起立） 

○山田議長 ご着席願います。 

 起立全員であります。 

 よって、諮問第１号 人権擁護委員候補者の推薦につき、意見を求めるこ

とについての議会の意見は適任者と認めることに決定いたしました。 

 次に、日程第２８ 同意第２号を議題といたします。 

 議案を朗読させます。 

 局長。 

○大橋事務局長 同意第２号 甲良町教育委員会委員の任命につき、同意を求

めることについて。 

 上記の議案を提出する。 
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 平成２２年９月７日。 

 甲良町長。 

○山田議長 本案に対する提案説明を求めます。 

 北川町長。 

○北川町長 市山明人氏は、教育委員には平成１４年１０月から就任をしてい

ただき、現在２期８年を真摯に努めていただきました。現在は委員長職務代

理者として活躍をいただいております。人格は高潔で、教育全般に対し熱心

でもあり、また、民間人として経営感覚にもすぐれておられ、教育委員とし

て適任者であると思われますので、同意をよろしくお願いいたします。再任

であります。 

○山田議長 説明が終わりましたので……。 

○北川町長 補足をさせてもらいます。 

 市山氏の住所ですね、犬上郡甲良町大字呉竹２３０番地７、氏名、市山明

人、生年月日、昭和２８年４月３０日です。失礼しました。 

○山田議長 説明が終わりましたので、これより質疑を許します。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○山田議長 ないようですから、これで質疑を終わります。 

 討論はございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○山田議長 ないようですから、これで討論を終わります。 

 これより、同意第２号を採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 本案はこれに同意することに賛成の方はご起立願います。 

（賛成者起立） 

○山田議長 ご着席願います。 

 起立全員であります。 

 よって、同意第２号は同意することに決定いたしました。 

 以上で、本日の日程はすべて終了いたしました。 

 本日は、これをもって散会といたします。 

 ご苦労さまでした。 

（午後 ２時５０分 散会） 
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